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建設工事の入札・契約手続に当たって一般競争入札によらないこと
ができる提供施設の調達について（通達）

公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について（防経工第２９６
号。６．１．２１）において別途指示することとした「本行動計画の〈具体的措
置〉Ⅰ．１．に規定する適用除外項目」について、建設工事の入札・契約手続に
あたって一般競争入札によらないことができる自衛隊施設の調達について（防経
工第３６６１号。６．６．２２）に定めるもののほか、提供施設の整備（提供施
設に係る整備の事務処理手続に関する訓令（平成２０年防衛省訓令第３５号）第
３条に規定する提供施設に係る整備をいう。）の入札・契約手続にあっては、下
記のとおり定められたので、遺漏のないよう措置されたい。
なお、米軍再編事業に伴う建設工事の入札・契約手続にあたって一般競争入札

によらないことができる調達について（防経施第６０９３号。２６．４．２５）
は廃止する。

記

１ 〈具体的措置〉Ⅰ．１．の「秘密を要する場合」における調達は、設計図書
に特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項の
規定により特定秘密に指定された情報が含まれる場合又は秘密保全に関する訓
令（平成１９年防衛省訓令第３６号）第１６条第１項の規定により秘に指定さ
れた場合（同条第５項の規定によりあらかじめ指定される場合を含む。）若し
くは第５０条に規定する秘の指定が予想される場合における工事の調達をいう
ものとする。

２ 〈具体的措置〉Ⅰ．１．の「緊急を要する場合」における調達は、工事の実
施中に天災地変その他非常の事態が発生し、緊急の工事が必要な場合における
当該緊急の工事の調達をいうものとする。

３ 整備計画局長は、提供施設に係る整備の事務処理手続に関する訓令第７条に
規定する整備工事の実施の指示に当たり、当該工事の調達が前２項の規定に該
当する場合には、その旨を併せて管轄の地方防衛局長等（同訓令第３条第３項
に規定する地方防衛局長等をいう。）に通知するものとする。

４ この通達に定めるもののほか、この通達の実施に関し必要な事項は、整備計
画局長が定める。


